
介護老人保健施設「さくら苑」 施設サービス内容
Ｒ．７．８．１

■施設の目的■

看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介

護保健サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く

家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的としています。

■施設の運営方針■

１ 利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、

医学的管理下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の支援

を行い、居宅における生活への復帰を目指します。

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用

者に対し身体拘束を行いません。

３ 介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提

供者、及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けること

ができるよう努めます。

４ 明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提

供に努めます。

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項につい

て、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。

■施設の職員体制■

員 数 業 務 内 容

・医師 １ 医療業務

・薬剤師 ０．４人以上 薬剤業務

・看護職員 ９．６人以上 看護業務

・介護職員 ２３．９人以上 介護業務

・支援相談員 １人以上 相談業務

・理学療法士

･作業療法士 １人以上 療法業務

・言語聴覚士

・管理栄養士 １人以上 栄養業務

・介護支援専門員 １人以上 介護計画業務

・事務職員その他 必要数 事務・間接・営繕業務

■サービス内容■

当施設は、在宅復帰を目指し、利用者に関わる多職種の職員の協議によって施設サービス計画を作成し、

利用者の病状及び心身の状況に合わせて適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生

活上のお世話をします。

■入所定員等■

・定員 １００名（うち認知症専門棟 ５２名） ・療養室 個室 ２４室、２人室 ６室、４人室 １６室



■事故発生時の対応■

１ サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を講じます。

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医

療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は代理人が指定する者及び保険者の指定する行政機

関に対して速やかに連絡します。

■賠償責任■

１ 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、

当施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。

２ 利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び代理人は、連帯して当施設

に対して、その損害を賠償するものとします。

■要望及び苦情等の相談■

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。（責任者

施設管理者・電話 ０７７３－２２－２１２０ 内線 ３０３）また、要望や苦情なども、支援相談担当者にお寄せ

いただければ、速やかに対応いたします。そのほか、ロビーに備えつけられた「ご意見箱」をご利用下さい。

その他に、外部の相談機関として下記の相談窓口があります。

①福知山市の相談窓口 福知山市福祉部高齢者福祉課 介護保険係
受付時間：8:30～17:15(土日祝を除きます)

ＴＥＬ ０７７３－２４－７０１３ ＦＡＸ ０７７３－２３－６５３７

②国民健康保険団体連合会 京都府国保連合会 介護保険課介護相談係
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝を除きます)

ＴＥＬ ０７５－３５４－９０９０ ＦＡＸ ０７５－３５４－９０５５

■非常災害対策■

・防災設備

・スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知器、誘導灯、非常用電源、ガス漏れ報知器、

防火扉・シャッター、非常通報装置、漏電火災報知器

・防災訓練 年２回

■協力医療機関等■

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力を頂き、利用者の状態が急変した場合には速やかに

対応をお願いしています。

協力医療機関 福知山市民病院 京都府福知山市字厚中町２３１番地

京都ルネス病院 京都府福知山市字末広町１－３８

協力歯科医療機関 もみじヶ丘病院 京都府福知山市字堀小字大岩谷３３７４番地

■食事(食事は原則として食堂でおとりいただきます)■

朝 食 ７：３０～ ／ 昼 食 １２：１５～ ／ 夕 食 １８：００～



■身体の拘束等■

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者または他の入所者等の生命ま

たは身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合があります。その際は当施設の医師がその

様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむ得なかった理由を診療録に記載します。

■施設の利用に当たっての留意事項■

・面会は、原則として午前７時から午後９時迄です。

・消灯時間は、午後９時です。

・外出・外泊は、１０日前迄にサービスステーションに連絡をお願いいたします。

・飲酒はできません。また、敷地内全面禁煙となっております。

・火気の取扱いは、火災予防に十分注意してください。

・設備・備品の利用は、必ず職員に届け出てください。

・所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限度にしてください。

・金銭・貴重品の管理は、盗難予防に十分注意をお願いいたします。

・外泊時等の施設外での受診は、必ずサービスステーションに申し出て、情報提供書の交付を受けてくだ

さい。

・ペットの持ち込みは、原則として禁止します。

・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止しています。

・他利用者への迷惑行為は禁止します。

■虐待の防止■

当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。

⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底します。

⑵ 虐待の防止のための指針を整備します。

⑶ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

２ 当施設は、サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を養護されている

方）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに，市町村に通報します。

■第三者評価の実施状況■

第三者評価実施の有無 ： 有 評価日 ： 平成２８年６月２３日

評価機関名 ： 特定非営利法人 京都ビジネスサポート・センター

評価結果の開示状況 ： 介護サービス情報公表システムにて開示中

■その他運営に関する重要事項■

地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員以上の入所は出

来ません。

２ 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要

事項については、医療法人福知会・介護老人保健施設「さくら苑」の幹部会にて定めます。


